
２．加算料金

○月額利用料は３０日分です。（各加算算・水道光熱費冬季除く）

○一定以上の所得の場合は２割又は3割負担（介護サービス費のみ）になります。

　医療連携体制加算（Ⅰ） 39円/日

　初期加算（入居から30日以内） 30円/日

   介護職員処遇改善加算（Ⅰ）（所定単位数の11.1％）

　介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ）（所定単位数の2.3％）

　介護職員等ベースアップ等支援加算（所定単位数の2.3％）

要介護５ 858 75,240

　サービス提供体制強化加算（Ⅲ） 6円/日

　栄養管理体制加算 3円/月

/日 300 /日

（10月～４月
350/日）

要介護４ 840 74,700

300

要介護２ 800 73,500

1,050 /日

要介護３ 823 74,190

要支援２ 760 72,300

要介護１ 764 72,420

令和5年7月1日適用

（単位：円）

介護費/日
（１割負担）

月額利用料 食材費 家　賃 水道・光熱費

グループホーム ご利用料金


